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＜所轄行政庁＞ 
○ 原子炉 
  実用発電炉･･･通商産業大臣 
  実用舶用炉･･･運輸大臣 
  試験研究炉･･･内閣総理大臣 
  研究開発炉･･･内閣総理大臣 
○ 原子炉以外 
  製錬･････････通商産業大臣及び 
         内閣総理大臣 
  加工,再処理,廃棄物埋設, 
  廃棄物管理････内閣総理大臣 
  貯蔵･･････････通商産業大臣 

安 全 審 査 体 制 

公 開 ヒ ア リ ン グ

原子力安全委員会
（ダブルチェック） 核燃料（原子炉）安全専門審査会

原 子 力 委 員 会

行 政 庁 顧 問 会

運転 

溶 接 検 査

保安規定（保安教育に
ついての規定を含む）
認可 

使 用 前 検 査
施 設 定 期 検 査

保安規定の遵守
状況の定期検査

報 告 徴 収

立 入 検 査

加工事業者の例へ 
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http://www.tt.rim.or.jp/~insaf/law_houkisei.pdf

